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(57)【要約】
【課題】　撮像装置の設定を変更する手間を必要とする
ことなく、撮影者の違いに起因する失敗撮影を未然に防
ぐことができる。
【解決手段】　撮像手段により得られた画像に含まれる
被写体と記憶手段に記憶された撮像装置の所有者の顔情
報との関係に基づき撮像装置の撮影者を推定し（Ｓ３２
２）、推定した撮影者に応じて撮影モードを簡易撮影モ
ードに変更する（Ｓ３２８）。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像により画像を得る撮像手段を有する撮像装置であって、
　前記撮像装置の所有者の顔情報を記憶する第１の記憶手段と、
　前記撮像手段により得られた画像に含まれる被写体と前記第１の記憶手段に記憶された
所有者の顔情報との関係に基づき、前記撮像装置の撮影者を推定する推定手段と、
　前記推定した撮影者に応じて、撮影モードを簡易撮影モードに変更する変更手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記画像に含まれる被写体が前記記憶された所有者であった場合、前記推定手段は前記
撮影者が前記所有者ではない者であると推定し、前記変更手段は撮影モードを簡易撮影モ
ードに変更することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　撮影対象者の顔情報と対応する撮影モードの情報を記憶する第２の記憶手段をさらに有
し、
　前記画像に前記撮影対象者が含まれていた場合、前記変更手段は前記推定結果に対応し
た簡易撮影モードよりも撮影対象者に対応した撮影モードへの変更を優先的に行うことを
特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は複数の所有者について顔情報と撮影スキル情報とを含み、前記画像に含
まれる被写体が前記記憶された所有者の少なくとも一人であった場合、前記推定手段は前
記撮影者が前記少なくとも一人の所有者以外である他の所有者であると推定し、前記変更
手段は前記他の所有者の撮影スキルに対応した簡易撮影モードに変更することを特徴とす
る請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記撮像装置の撮影者について虹彩検出又は指紋検出のうち少なくとも１つの検出に応
じた生体認証を制御する生体認証制御手段と、
　前記生体認証制御手段による制御の結果に基づき、前記撮影者の推定結果の正確さを判
定する判定手段と、をさらに有することを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第１の記憶手段は複数の前記所有者の顔情報を記憶し、
　前記画像に含まれる被写体が前記記憶された所有者の少なくとも一人であった場合、前
記推定手段は前記撮影者が前記少なくとも一人の所有者以外の者であると推定し、前記変
更手段は前記少なくとも一人の所有者以外の者に対応した簡易撮影モードに変更すること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項７】
　撮像により画像を得る撮像手段を有する撮像装置の制御方法であって、
　前記撮像手段により得られた画像に含まれる被写体と第１の記憶手段に記憶された前記
撮像装置の所有者の顔情報との関係に基づき、前記撮像装置の撮影者を推定する推定工程
と、
　前記推定した撮影者に応じて、撮影モードを簡易撮影モードに変更する変更工程と、
を有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置を操作する撮影者に応じた撮影の制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラの所有者が旅行先等で付近の人に撮影を依頼した場合、依頼され
た人は上手く操作できず、期待される写真を撮れない場合があった。この様にカメラの操
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作者が変わる状況では、所有者がカメラを簡単に撮影できる設定にして渡せば、依頼され
た人は失敗撮影を少なくすることができる。例えば、所有者は、カメラをオート（ＡＵＴ
Ｏ）モードに設定して渡せばよい。この撮影モードではカメラがシーンに応じて各撮影パ
ラメータを自動的に設定してくれるので、依頼された人は簡単に適切な撮影を行うことが
出来る。一方、また、網膜や指紋など生体情報により撮影者を判別してその撮影者に応じ
た機能制限等を行うデジタルカメラが知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－０５７９２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述のオートモードであっても、所有者が一旦それらのモードに設定し
た上で依頼者にカメラを手渡さなければならず、設定を忘れてしまった場合は、依頼され
た人により失敗撮影がなされてしまう可能性があった。また、撮影を他人に依頼する度に
モード設定を行うことは所有者にとって大変煩わしい作業であった。さらに、特許文献１
のデジタルカメラは各種生体情報を登録及び判別するための機能を別途設ける必要があり
、高精度の判別及び制御を行えるようにするほどコストアップを生じることになる。
【０００５】
　本発明は上述した問題点を解決するためのものであり、撮像装置の設定を変更する手間
を必要とすることなく、安価な構成で、撮影者の違いに起因する失敗撮影を未然に防ぐこ
とができる技術を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、撮像により画像を得る撮像手段を有
する撮像装置であって、前記撮像装置の所有者の顔情報を記憶する第１の記憶手段と、前
記撮像手段により得られた画像に含まれる被写体と前記第１の記憶手段に記憶された所有
者の顔情報との関係に基づき、前記撮像装置の撮影者を推定する推定手段と、前記推定し
た撮影者に応じて、撮影モードを簡易撮影モードに変更する変更手段と、を有することを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　撮像装置の設定を変更する手間を必要とすることなく、安価な構成で、撮影者の違いに
起因する失敗撮影を未然に防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態におけるデジタルカメラの機能構成を示した図である。
【図２】本発明の実施形態におけるデジタルカメラの外観を示した図である。
【図３】第１の実施形態のデジタルカメラが実行する処理の流れを示した図である。
【図４】第２の実施形態のデジタルカメラが実行する処理の流れを示した図である。
【図５】第３の実施形態のデジタルカメラが実行する処理の流れを示した図である。
【図６】本発明の実施形態における所有者及び撮影対象者の登録例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面を用いて詳細に説明する。
【００１０】
　（第１の実施形態）
　図１を参照して、本実施形態におけるデジタルカメラ１００の機能構成について説明す
る。
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【００１１】
　１０１は、ズームレンズ、フォーカスレンズ、及び絞りを含む光学系であり、１０２は
メカニカルシャッタであり、１０３は撮像素子であり、１０４は、アナログ信号処理を行
うＣＤＳ回路である。１０５は、アナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器で
あり、１０６は、撮像素子１０３、ＣＤＳ回路１０４、及びＡ／Ｄ変換器１０５を動作さ
せる信号を発生するタイミング信号発生回路である。
【００１２】
　１０７は、光学系１０１、メカニカルシャッタ１０２、及び撮像素子１０３を駆動させ
る駆動回路であり、１０８は、撮影した画像データに必要な信号処理を施す信号処理回路
である。信号処理回路１０８は、顔認識回路１２５及び顔検出回路１２６を備える。
【００１３】
　顔検出回路１２６は、Ａ／Ｄ変換器１０５が出力したデジタル信号（即ち、画像データ
）が表す撮像画像において、人物の顔を検出する。顔認識回路１２５は、顔検出回路１２
６が検出した人物の顔について、認識処理（個人を認識する処理）を行う。なお、顔検出
処理に要する時間を短縮するために、顔検出回路１２６は、信号処理回路１０８により小
さくリサイズされた画像データが表す撮像画像において人物の顔を検出してもよい。
【００１４】
　本実施形態における顔検出には、公知の顔検出技術を利用できる。公知の顔検出技術と
しては、ニューラルネットワークなどを利用した学習に基づく手法、テンプレートマッチ
ングを用いて目、鼻、口等の形状に特徴のある部位を画像から探し出し、類似度が高けれ
ば顔とみなす手法などがある。また、他にも、肌の色や目の形といった画像特徴量を検出
し、統計的解析を用いた手法等、多数提案されている。一般的にはこれらの手法を複数組
み合わせ、顔検出の精度を向上させている。
【００１５】
　また、本実施形態における顔認識にも、公知の顔認識技術を利用できる。例えば、顔認
識回路１２５は、ＲＯＭ１１５などの記憶部から個人の顔の特徴に関する特徴情報を取得
し、顔検出回路１２６が検出した人物の顔の特徴情報と比較することにより、顔認識処理
を行うことができる。
【００１６】
　１０９は、信号処理回路１０８によって信号処理された画像データや、顔認識回路１２
５及び顔検出回路１２６による顔認識処理及び顔検出処理の結果などを記憶する画像メモ
リ（ＶＲＡＭ）である。
【００１７】
　１１０は操作部であり、ユーザが撮影条件の設定や撮影モードなどの選択を行うために
使用される。１１１はキーであり、複数のキーが存在する。操作部１１０は、キー１１１
等の操作がされたことに応じて、各設定や選択に対応する入力信号をバス１２４に対して
出力する。
【００１８】
　システム制御部１１３は、デジタルカメラ１００の各動作を制御する。例えば、Ａ／Ｄ
変換器１０５が出力する画像データを信号処理回路１０８などによる処理を経て記録媒体
１２０に記録する、撮影動作の制御を行う。また、後述のモード切り替えの処理及びその
ための設定、登録処理を制御する。
【００１９】
　光学系１０１は、手ぶれ補正を行うＩＳ（Ｉｍａｇｅ　Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｒ）レンズ
を備える。１１２は振動ジャイロなどを含む振れ検出部であり、デジタルカメラ１００の
振れを検出することができる。駆動回路１０７は、振れ検出部１１２から与えられる情報
に基づいてＩＳレンズを駆動することにより、手ぶれ補正を行う。１１４はストロボであ
る。
【００２０】
　１１５は、システム制御部１１３が実行するプログラム、プログラムを実行する際に使
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用されるパラメータやテーブル等の制御データ、及び、キズアドレス等の補正データを記
憶する不揮発性メモリ（ＲＯＭ）である。１１６は、ＲＯＭ１１５に記憶されたプログラ
ム、制御データ、及び補正データを一時的に記憶し、システム制御部１１３がプログラム
を実行する際にワークエリアとして使用する揮発性メモリ（ＲＡＭ）である。
【００２１】
　１１８は、画像データを表示する液晶ディスプレイなどの表示部であり、１１７は、信
号処理回路１０８によって信号処理された画像データを表示部１１８に表示する表示制御
部である。
【００２２】
　１２０は、デジタルカメラ１００から取り外し可能なメモリカードなどの記録媒体であ
り、１１９は、信号処理回路１０８によって信号処理された画像データを記録媒体１２０
に記録する記録制御部である。
【００２３】
　１２１は、虹彩を検出するための虹彩検出回路１２２と指紋を検出するための指紋検出
回路１２３を制御する生体認証制御部である。これら生体認証では、通常、テンプレート
とよばれる情報を事前に採取登録し、認証時にセンサで取得した情報と比較することで認
証を行う。単に画像の比較によって認証とする方式から、生体反応を検出する方式まで様
々な方式が存在する。ここでは、認証時にセンサで取得した情報と比較する方式とする。
１２４は各制御部間で通信を行うための内部バスである。
【００２４】
　図２はデジタルカメラ１００の外観（上面および背面）を表す図である。図示される各
ボタン等は図１のキー１１１及び操作部１１０を構成する。２０１は撮影ボタンである。
ユーザーはこのボタンを半分程度押し込むことによりフォーカスロックを、さらに押し込
むことにより撮像処理の開始の指示をすることができる。また、２０１は指紋検出回路１
２３の検出機能を兼ねている。２０２はズームボタンである。このボタンは左右にスライ
ドし、そのスライドに従って光学系１０１のレンズは調整され、所望のズームが実現され
る。
【００２５】
　２０３はモードダイヤルである。ユーザーはこのダイヤルを回転させることによって、
撮影したいシーンに適した動作をするように指示することができる。たとえば、全自動の
オートモード、人物に好適なポートレートモード、風景に好適な風景モード、動きが速い
ものに好適なスポーツモード、暗い場所での撮影に適した夜景モードなどを指示できる。
【００２６】
　２０４は表示部１１８の外観である。２０５は表示部１１８に、メニューを表示するた
めのボタンである。このボタンを押すことによりユーザーはメニューを表示し、各種設定
を行うことができる。
【００２７】
　２０６は表示部１１８に表示されたメニューを操作するためのボタン群である。このボ
タンによりユーザーは表示されたメニューから操作したい項目を選択したり、パラメータ
を入力・選択したりすることができる。
【００２８】
　２０７は撮影時の表示部１１８に撮影を補助する画像を重畳表示するためのボタンであ
る。２０８～２１２は、フラッシュの設定やマクロモードの設定などの各種動作を迅速に
行うためのボタンである。また、ボタン２０５で表示するメニュー項目をワンタッチで呼
び出すショートカットボタンとしても機能する。
【００２９】
　２１３はファインダであり、被写体を確認し、撮影する際の構図を決めるために用いら
れる。ファインダ２１３では虹彩検出回路１２２の機能も兼ねている。
【００３０】
　図３は本実施形態におけるデジタルカメラ１００の処理の流れを示す図である。本処理
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の各ステップは、システム制御部１１３が実行すること、又はシステム制御部１１３が各
ブロックの動作を制御することにより達成される。
【００３１】
　図３（ａ）は、所有者の情報を登録する処理の流れを示す図である。まず、表示制御部
１１７は、ユーザーのボタン２０５の操作に応じて所有者の登録画面を表示部１１８に表
示させる。登録画面には、所有者登録に割り当てられた個人ＩＤの番号が一覧表示される
。その中からユーザーが所望とするＩＤを選択することに応じて、システム制御部１１３
は、新規登録又は登録内容を変更する個人ＩＤを特定する（ステップＳ３０１）。
【００３２】
　ステップＳ３０２では、システム制御部１１３は、特定した個人ＩＤに所有者の情報を
登録する。登録される情報は、ステップＳ３０１で特定した個人ＩＤに対応する、顔画像
、指紋、及び虹彩である。ここで、顔画像、指紋、及び虹彩の情報は、後述の図６（ａ）
のようにＲＯＭ１１５上のアドレスデータとして管理され、その実データは、テーブルと
は別の領域に格納される。
【００３３】
　登録に用いる顔画像は、撮影した画像から顔の画像領域を抽出することにより取得され
る。画像領域の抽出は顔検出による自動抽出でもユーザーのトリミング操作等による手動
抽出のどちらでも良い。所有者の登録画面を表示している状態でユーザーにより撮影指示
に応じて撮影が実行されると、撮影した画像がＶＲＡＭ１０９に保持される。そして、信
号処理回路１０８が、保持された撮影画像から顔領域の画像を抽出し、抽出した顔領域の
画像を顔認識に適したサイズや画質に加工する。その後、システム制御部１１３が、ＲＯ
Ｍ１１５の顔データアドレスに対応する所定エリアに顔画像を記録する。なお、新たに撮
影を行わなくても、既に記録媒体１２０に記憶された過去の撮影済みの画像を用いても良
い。
【００３４】
　指紋の登録は、登録の対象者が撮影ボタン２０１を人差し指で触れたことに応じて、指
紋検出回路１２３が指紋を検出し、システム制御部１１３が検出された指紋データをＲＯ
Ｍ１１５の指紋データアドレスに対応する所定エリアに記録することにより行われる。
【００３５】
　虹彩の登録は、登録の対象者がファインダ２１３を覗き込むことに応じて、虹彩検出回
路１２２が虹彩を検出し、システム制御部１１３が検出された虹彩データをＲＯＭ１１５
の虹彩データアドレスに対応する所定エリアに記録することにより行われる。なお、この
とき両目とも登録しておくと左右どちらの目でも登録者であることを検出することできる
。
【００３６】
　図３（ｂ）は、所有者を認識した際に、移行先となるモードを設定する処理の流れを示
したものである。
【００３７】
　まず、表示制御部１１７は、ユーザーによるボタン２０５の操作に応じて変更するモー
ドの設定画面を表示部１１８に表示させる。設定画面には、各個人ＩＤに対応する顔の縮
小画像とモードダイヤル２０３で定義されているモードのうち設定可能なモードが一覧表
示される。ここで、ユーザーが所有者の顔の縮小画像の中から１つの縮小画像を選択した
ことに応じて、システム制御部１１３は、撮影時の自動モード変更を有効にする所有者の
個人ＩＤを特定する。ここで個人ＩＤ“１”に対応する縮小画像が選択されたとすると、
システム制御部１１３は、図６（ａ）のように個人ＩＤ“１”に対応する有効フラグを立
てる。次に、ユーザーが一覧表示されたモードの中から１つのモードを選択したことに応
じて、システム制御部１１３は、選択されたモードを移行先のモード６０５として設定す
る。設定された所有者とモードの情報は、ＲＯＭ１１５上のテーブルに記録される（Ｓ３
１１）。
【００３８】
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　ここで、移行先のモード６０５として、ＡＵＴＯモードという、操作が自動化された簡
易撮影モードが設定できる。ＡＵＴＯモードは、例えば、フォーカス，露出、ＷＢ（ホワ
イトバランス）等の撮影パラメータをユーザーが直接的に調整する必要がなく、シーンに
応じてシステム制御部１１３が設定するモードである。システム制御部１１３がシーンの
特定のために参照する情報は、専用のセンサから入力される情報を用いても撮影画像を解
析した結果得られる情報を用いても良い。ＡＵＴＯモードは、特定名称を有するシーンを
判別するインテリジェントなモードであっても良い。その場合、システム制御部１１３は
、上記の情報を用いて、被写体が人物、夜景、スポーツ、等いずれのシーンであるかを判
断して、それらを撮影するために最適な撮影パラメータを設定する。
【００３９】
　なお、移行先のモードの設定の際に、連写設定６０７の有無、ＩＳＯの高感度設定６０
８の有無、手ぶれ防振６０９の有無、自動でズームを広角に移動する機能６１０の有無も
同時に設定できる。
【００４０】
　次に、撮影時にモード移行の条件を満たしたとしても、ステップＳ３１１で設定したモ
ードへの移行をさせないモード（禁止モード）を設定する。この設定も一覧表示されたモ
ードからのユーザーの選択に応じて実行される。設定した情報はＲＯＭ１１５のテーブル
の禁止モード６０６に記録する（Ｓ３１２）。禁止モードを設けたことの目的や効果は後
述する。
【００４１】
　ここで、図３（ａ）及び（ｂ）の登録・設定処理により記録されたテーブルの構成例を
図６（ａ）に示す。図６（ａ）に示すように、ユーザーごとに個人ＩＤ６００が割り振ら
れている。また、このテーブルは、個人ＩＤに応じた制御のために２つの登録エリアを備
えている。６２７は上記の「所有者」を登録するためのエリアであり、個人ＩＤ“１”～
“３”が割り当てられている。一方、６２８は「撮影対象者」の登録エリアであり、個人
ＩＤ“４”及び“５”が割り当てられている。個人ＩＤ“４”及び“５”の情報は、その
撮影対象者を所望の撮影条件で自動的に撮影するために用いるものであり、その制御の詳
細は第３の実施形態において説明する。
【００４２】
　所有者情報である個人ＩＤ“１”～“３”については、個人ＩＤごとに指紋データの格
納アドレス６０２、虹彩データの格納アドレス６０３、顔データの格納アドレス６０４が
記録される。また、個人ＩＤごとに移行先のモード６０５、禁止モード６０６が記録され
る。さらに、個人ＩＤごとに、連写設定の有無６０７、ＩＳＯの高感度設定の有無６０８
、手ぶれ防振の有無６０９、自動でズームを広角に移動する機能の有無６１０が記録され
る。
【００４３】
　図３（ｃ）は、撮影時に所有者を判別する際の処理の流れを示したものである。処理の
開始時において既にデジタルカメラは撮影可能な状態になっているものとする。ここで、
撮影可能な状態とは、撮像機能に関するブロック１０１～１０９が動作しており、表示部
１１８に撮像素子１０３により得られた現在の画像、すなわち、ライブビュー画像が表示
されている状態を意味する。
【００４４】
　まず、撮影可能な状態において、システム制御部１１３は、ＲＯＭ１１５に記憶されて
いる図６（ａ）のテーブルの有効フラグ６０１を参照して、所有者登録エリア６２７に登
録した所有者の中にモード変更を有効とする所有者があるか無いかを判別する（Ｓ３２１
）。有効な所有者が無い場合にはステップＳ３２９に進み、有効な所有者がある場合には
ステップＳ３２２に進む。なお、所有者自体の登録が存在しない場合もステップＳ３２９
に進む。
【００４５】
　ステップＳ３２２では、ライブビュー表示のために利用される撮影画像の被写体の中に
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有効な所有者の顔が存在するかどうかを判別する。ここでの判別はＲＯＭ１１５の顔デー
タアドレス６０４に存在する登録顔情報と、顔認識回路１２５、顔検出回路１２６から抽
出されたＶＲＡＭ１０９に記録されている顔画像を比較して判別する。システム制御部１
１３は、この判別結果を用いて撮影者を推定する。
【００４６】
　被写体に登録している所有者が存在しない場合、システム制御部１１３は、カメラの撮
影者は所有者であると推定する。また、被写体に所有者が存在する場合、システム制御部
１１３は、カメラの撮影者が所有者以外の者であると推定する。カメラの筐体との物理的
な関係を考えると、所有者がカメラに接触しておらずカメラを操作することができない状
態にあることが明らかなためである。ステップＳ３２３では、この推定結果を受けて、ス
テップＳ３２３又はステップＳ３２９のいずれかに進む。
【００４７】
　ステップＳ３２４では、システム制御部１１３は、ステップＳ３２２における撮影者が
所有者でないという推定結果の確認を、虹彩と指紋での判定を用いて行う。指紋認証では
、ステップＳ３２２で判定された所有者の指紋データをＲＯＭ１１５から読み出す。そし
て、現在におけるユーザーの撮影ボタン２０１の操作に対して指紋検出回路１２３が検出
した指紋データとＲＯＭ１１５に記録されている所有者の指紋データと比較する。同様に
、虹彩認証ではステップＳ３２２で判定された所有者の指紋データをＲＯＭ１１５から読
み出す。そして、現在におけるユーザーのファインダ２１３の使用に対して虹彩検出回路
１２２が検出した虹彩データとＲＯＭ１１５に記録されている所有者の虹彩データと比較
する。指紋及び虹彩認証により、それらが所有者のものではないと判定された場合には推
定は正確なものであるとしてステップＳ３２５に進む。一方、所有者のものであると判定
された場合には推定は正確なものではなかったとしてステップＳ３２９に進む。
【００４８】
　次に、システム制御部１１３は、現在設定されている撮影モードがモード変更を禁止す
るモードであるかを判定する（Ｓ３２５）。ここでは、被写体として識別された個人ＩＤ
６００に対応する禁止モード６０６の設定値をＲＯＭ１１５から読み出し、判定する。判
定した結果、個人ＩＤ“２”に対応する禁止モードのように、変更禁止の撮影モードが設
定されている場合にはステップＳ３２８に進む。一方、個人ＩＤ“１”　または“３”に
対応する禁止モードのように、撮影禁止の設定がない場合には、ステップＳ３２６に進む
。
【００４９】
　この様な禁止モードを設けたのは、場合によっては失敗撮影の回避よりも単一の撮影モ
ードでの撮影を重視する要望があり得るからである。例えば、個人ＩＤ“２”の所有者を
例とすると、撮影モードの自動変更はマニュアルモードでは禁止している。この場合、自
身がマニュアルモード以外を設定していれば他人に撮影を任せる際にモード変更が実行さ
れるが、マニュアルモードを設定していれば、他人に撮影を任せてもマニュアルモードで
の撮影が継続される。これにより、マニュアルモードに設定している限りこのモードでの
統一した撮影を継続させることができる。
【００５０】
　次に、システム制御部１１３は、ステップＳ３２６ではカメラが固定されているかどう
かを判断する。例えば、三脚などに固定されている場合は所有者の設定のもと自動で撮影
する状況が考えられるため、失敗撮影がなされる可能性は低い。したがって、システム制
御部１１３は、固定されていると判断すればモード変更を行わずステップＳ３２８に移行
する。
【００５１】
　ステップＳ３２６において、振れ検出部１１２により振れ状態が無い状態であると判断
されているときは、システム制御部１１３は、カメラが固定されているものと判断し、ス
テップＳ３２９に進み、そうでない場合にはステップＳ３２７に進む。
【００５２】
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　ステップＳ３２７では、システム制御部１１３は、撮影時の内部タイマが設定されてい
るか否かを判別する。内部タイマが設定されている場合は使用用途から考えてステップＳ
３２７と同様に固定に設定されていると判断される。内部タイマの設定は撮影前にメニュ
ーボタン２０５などにより設定されＲＡＭ１１６に記録されているものとする。撮影時の
内部タイマが設定されている場合にはステップＳ３２９へ進み、内部タイマが設定されて
いない場合にはステップＳ３２８に進む。
【００５３】
　ステップＳ３２８では、撮影者が所有者以外の者でありかつカメラが撮影モードを変更
するに適切な状態であるので、システム制御部１１３は、モードダイヤル２０３の状態は
変更することなく、内部レジスタに保持しているモード設定情報を一時的に変更する。
【００５４】
　ここでは、システム制御部１１３は、図６の個人ＩＤ６００に対応する移行先のモード
６０５の情報に従ってモードを変更する。また、システム制御部１１３は、連写設定の有
無６０７、ＩＳＯ高感度設定の有無６０８、防振の有無６０９、ズームを自動的に広角に
移動する設定の有無６１０の設定情報に従い設定を変更する。各種変更されたパラメータ
に従って、システム制御部１１３により、駆動回路１０７や信号処理回路１０８が制御さ
れる。
【００５５】
　ステップＳ３２９では、システム制御部１１３は、設定されている撮影モード（ＡＵＴ
Ｏモード等）に従って撮影を制御する。具体的には、メカニカルシャッタ１０２を制御し
て撮影映像を撮像素子１０３により取得させ、ＣＤＳ回路１０４、Ａ／Ｄ変換器１０５、
信号処理回路１０８を制御して画像をＶＲＡＭ１０９に記録させ、記録制御部１１９を介
して画像を記録媒体１２０に保存する。
【００５６】
　以上、本実施形態によれば、デジタルカメラの撮影者が所有者ではない者であることを
推定して、予め設定した簡易的な撮影モード等に自動的に変更する。したがって、撮影者
が撮影に不慣れな者であったとしても、簡単にかつ失敗の少ない撮影を行うことができる
。
【００５７】
　特に、本実施形態は、撮影画像からの被写体認識結果を用いて撮影者の推定する点に特
徴がある。すなわち、指紋や虹彩などの生体検出により精度よく推定を行う場合、高価な
検出回路や専用の操作部材が必要となる。これに対して、本実施形態では、撮影画像に含
まれる被写体と登録情報との間の論理的な関係により撮影者を推定することができるので
、より簡単な構成で撮影者の推定を確実に行うことができるという効果がある。
【００５８】
　（第１の実施形態の変形例）
　上記実施形態では、一人の所有者を画像中から判別して制御する例であったが、複数の
所有者を同時に判別して制御するように構成してもよい。例えば、図６（ａ）の有効フラ
グ６０１が個人ＩＤ“１”と“２”の両方について設定されている場合である。
この場合、ステップＳ３２２では、個人ＩＤ“１”と“２”の両方の所有者の顔が画像中
に含まれていた場合に、撮影者は所有者以外の者であると推定する。
また、ステップＳ３２４では、個人ＩＤ“１”と“２”の両方の生体情報に合致しない場
合に、推定が正確であると判断する。
また、ステップＳ３２５では、個人ＩＤ“１”と“２”のいずれかの一方の禁止モードが
設定されていれば、その設定に基づいてモード変更を禁止する。
以上のように構成することで、複数の所有者による同時共有のカメラであったとしても、
第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５９】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態として、複数の所有者の撮影スキルに応じた処理について説明する。本
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実施形態における機能構成は、第１の実施形態である図１のデジタルカメラ１００の機能
構成から虹彩検出回路１２２、指紋検出回路１２３を省いた構成である。本実施形態にお
けるデジタルカメラ１００の外観（上面および背面）も、第１の実施形態のものと同様の
ものとする。
【００６０】
　図４は本実施形態におけるデジタルカメラ１００の処理の流れを示す図である。本処理
の各ステップは、システム制御部１１３が実行すること、又はシステム制御部１１３が各
ブロックの動作を制御することにより達成される。
【００６１】
　図４（ａ）はデジタルカメラ１００に所有者の情報を登録する処理の流れを示したもの
である。
【００６２】
　ステップＳ４０１及びステップＳ４０２の処理は、第１の実施形態のステップＳ３０１
及びステップ３０２と同様な処理である。なお、虹彩検出及び指紋検出に関する処理はな
されない。
【００６３】
　次に、本実施形態では、所有者の撮影スキルを設定する（Ｓ４０３）。設定に際し、ま
ず、表示制御部１１７が表示部１１８に登録画面を表示する。そして、ユーザーが特定さ
れた個人ＩＤに対する撮影スキルを入力又は選択することに応じて、システム制御部１１
３がその値をＲＯＭ１１５のテーブルに設定する。
【００６４】
　ここで、図４（ｂ）の登録及び設定処理により記録されたテーブルの構成を図６（ｂ）
に示す。図６（ｂ）の６１１に示すように、登録した所有者ごとに個人ＩＤ６１１が割り
振られる。また、顔データの格納アドレス６１２が記録される。また、本実施形態では、
所有者の撮影スキル６１３が記録される。なお、所有者の撮影スキルは数字が大きいほど
スキルが高いものとする。
【００６５】
　例えば、カメラを家族でグループ共有する場合、カメラを使い慣れている父親を個人Ｉ
Ｄ“３”に割り当て、時々利用する程度の母親を個人ＩＤ“２”に割り当て、ほとんど使
用したことがない子供を個人ＩＤ“１”に割り当てることができる。
【００６６】
　図４（ｂ）は撮影時に所有者を判別する際の処理の流れを示したものである。第１の実
施形態と同様に、処理の開始時において既にデジタルカメラは撮影可能な状態になってい
るものとする。
【００６７】
　まず、撮影可能な状態において、ＲＯＭ１１５に所有者の登録があるか無いかを判別す
る（Ｓ４１１）。所有者の登録が無い場合にはステップＳ４１６に進み、登録がある場合
にはステップＳ４１２に進む。
【００６８】
　ステップＳ４１２において、システム制御部１１３は、ライブビュー表示のために利用
される撮影画像の被写体の中に登録された所有者の顔が存在するかどうかを判別する。こ
こでの判別はＲＯＭ１１５の顔データアドレス６１２に存在する登録顔情報と、顔認識回
路１２５、顔検出回路１２６から抽出されたＶＲＡＭ１０９に記録されている顔画像を比
較して判別する。判別した結果、被写体に登録している所有者が一人も存在しない場合に
は、ステップＳ４１６に進み、所有者が一人以上存在する場合にはステップＳ４１３に進
む。
【００６９】
　ステップＳ４１３において、システム制御部１１３は、撮影者を推定する。例えば個人
ＩＤ６１１が“２”，“３”の所有者が被写体として存在する場合には、個人ＩＤ６１１
が“１”の所有者を撮影者と推定する。例えば個人ＩＤ６１１が“３”の所有者が被写体
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として存在する場合には、個人ＩＤ６１１が“１”または“２”の所有者を撮影者と推定
する。また、個人ＩＤ６１１に登録されている全ての人物が被写体として存在する場合に
は、撮影者は所有者以外の者と推定する。
【００７０】
　ステップＳ４１４では、ステップＳ４１３で推定された撮影者の情報に従って、撮影者
のスキルを判定する。ステップＳ４１３で撮影者が１人の所有者であると推定された場合
には、図６（ｂ）から、その所有者の個人ＩＤに対応する撮影スキル６１３が選択される
。例えば、個人ＩＤ６１１が“１”の所有者の場合は撮影スキル“１”に設定される。撮
影者が所有者以外の者であると推定された場合には、デフォルトで設定されている撮影ス
キルに設定される。撮影者が複数の所有者のいずれかの人物であると推定された場合には
、図６（ｂ）から、複数の所有者の中から一番撮影スキルが低い所有者の撮影スキル６１
３を選択する。例えば、個人ＩＤ６１１が“１”または“２”の所有者と推定された場合
は、個人ＩＤ６１１“１”の撮影スキル“１”が設定される。
【００７１】
　ステップＳ４１５では、ステップＳ４１４で設定された撮影スキルに応じてモードを設
定する。ここで、図６（ｃ）に撮影スキルごとに設定されるモード及び撮影パラメータの
一例を示す。撮影スキル６２１には“０”～“４”の段階が存在し、デフォルトの設定を
“０”とする。撮影スキルごとに、移行先のモード６２２、ＩＳＯの高感度設定の有無６
２３、手ぶれ防振の有無６２４、連写設定の有無６２５、自動で広角に変更する設定の有
無６２６が設定されている。システム制御部１１３は、モードダイヤル２０３の状態は変
更することなく、内部レジスタに保持しているモード設定情報を一時的に変更する。
【００７２】
　ステップＳ４１６では、第１の実施形態と同様に、システム制御部１１３は設定されて
いる撮影モード（ＡＵＴＯモード等）及び撮影パラメータに従って撮影を制御する。
【００７３】
　以上、本実施形態によれば、デジタルカメラが登録した所有者の情報と撮影画像から撮
影者が誰であるかを推定し、その推定結果に応じて最適な撮影モード等に自動的に変更す
る。したがって、撮影者の撮影スキルに最適な撮影モードのもと、失敗の少ない撮影を行
うことができる。例えば、家族等といった個々の所有者の撮影スキルに大きな違いがある
グループ内で撮影者を変えて撮影する場合に、特に効果がある。
【００７４】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態として、予め登録しておいた所有者と撮影対象者の情報に応じた処理に
ついて説明する。本実施形態における機能構成は、第１の実施形態である図１のデジタル
カメラ１００の機能構成から虹彩検出回路１２２、指紋検出回路１２３を省いた構成であ
る。本実施形態におけるデジタルカメラ１００の外観（上面および背面）も、第１の実施
形態のものと同様のものとする。
【００７５】
　図５は本実施形態におけるデジタルカメラ１００の処理の流れを示す図である。本処理
の各ステップは、システム制御部１１３が実行すること、又はシステム制御部１１３が各
ブロックの動作を制御することにより達成される。
【００７６】
　図５（ａ）はデジタルカメラ１００に所有者の情報を登録する処理及び移行先となるモ
ードを設定する処理の流れを示したものである。
【００７７】
　ステップＳ５０１の処理は第１の実施形態のステップＳ３０１、ステップＳ５０２はス
テップＳ３０２、及びステップＳ５０３はステップＳ３１１と同様な処理である。なお、
虹彩検出及び指紋検出に関する処理はなされない。
【００７８】
　図５（ｂ）は、撮影対象者をデジタルカメラ１００に登録する処理の流れを示したもの
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である。まず、表示制御部１１７は、ユーザーのボタン２０５の操作に応じて撮影対象者
の登録画面を表示部１１８に表示させる。登録画面には、撮影対象者登録に割り当てられ
た個人ＩＤの番号が一覧表示される。その中からユーザーが所望とするＩＤを選択するこ
とに応じて、システム制御部１１３は、新規登録又は登録内容を変更する個人ＩＤを特定
する（ステップＳ５１１）。
【００７９】
　ステップＳ５１２では、システム制御部１１３は、特定した個人ＩＤに撮影対象者の情
報を登録する。登録される情報は、ステップＳ５０４で特定した個人ＩＤに対応する、顔
画像である。ここで、顔画像の情報は、図６（ａ）のようにＲＯＭ１１５上のアドレスデ
ータとして管理され、その実データは、テーブルとは別の領域に格納される。登録に用い
る顔画像の具体的な取得及び生成方法は第１及び第２の実施形態と同様なものである。
【００８０】
　ステップＳ５１３では、システム制御部１１３は、移行先となるモードを設定する処理
を行う。ここでは、第１の実施形態の所有者に対するモードの設定処理（Ｓ３１１）と同
様な処理を、撮影対象者に対して行う。
【００８１】
　ここで個人ＩＤ“４”に対応する縮小画像が選択されたとすると、システム制御部１１
３は、図６（ａ）のように個人ＩＤ“４”に対応する有効フラグを立てる。次に、ユーザ
ーが一覧表示されたモードの中から１つのモードを選択したことに応じて、システム制御
部１１３は、選択されたモードを移行先のモード６０５として設定する。設定された所有
者とモードの情報は、ＲＯＭ１１５上のテーブルに記録される（Ｓ３１１）。
【００８２】
　図６（ａ）では移行先のモードとして“人物Ａ”が設定される。本実施形態では撮影モ
ードを示す具体的な撮影パラメータは、フォーカス、ホワイトバランス、シャープネス、
彩度、コントラスト、フィルターである。なお、これ以外の撮影パラメータであっても良
い。なお、移行先のモードの設定の際に、連写設定６０７の有無、ＩＳＯの高感度設定６
０８の有無、手ぶれ防振６０９の有無、自動でズームを広角に移動する機能６１０の有無
も同時に設定できる。
【００８３】
　図５（ｃ）は所有者と被写体を判別する際の処理の流れを示したものである。第１及び
第２の実施形態と同様に、処理の開始時において既にデジタルカメラは撮影可能な状態に
なっているものとする。
【００８４】
　ステップＳ５２１の処理は第１の実施形態のステップＳ３２１の処理と、ステップＳ５
２２の処理はステップＳ３２２の処理と、ステップＳ５２３の処理はステップＳ３２３の
処理と、ステップ５２４の処理はステップＳ３２８の処理と同様なものである。
【００８５】
　次にステップＳ５２５ではステップＳ５１２により撮影対象者がＲＯＭ１１５に登録さ
れているか否かを判定する。撮影対象者が登録されていない場合にはステップＳ５２８に
進み、第１の実施形態のステップＳ３２９と同様に、システム制御部１１３は撮影動作を
制御する。一方、撮影対象者が登録されている場合には、ステップＳ５２５に進む。
【００８６】
　ステップＳ５２５では撮影対象の中に、有効フラグ６０１が設定された撮影対象者が存
在するか否かを判別する。判別はステップＳ５２２と同様に、ＲＯＭ１１５に登録されて
いる撮影対象者の顔情報と、顔認識回路１２５、顔検出回路１２６から抽出され、ＶＲＡ
Ｍ１０９に記録されている顔画像を比較して判別する。本実施形態では、図６（ａ）の個
人ＩＤ“４”及び“５”に対応する顔画像を用いる。判別した結果、撮影対象者が存在し
ない場合にはステップＳ５２８に進む。
【００８７】
　撮影対象者が存在する場合には、撮影対象者を最適に撮影するための撮影モードに移行
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する。ここでの撮影モードは、撮影対象者に対応づけられた移行先のモード６０５である
。これにより、撮影モードは、推定した撮影者に対応する撮影モードが設定されていたと
しても、撮影画像に含まれる撮影対象者に対応する撮影モードへと優先的に設定される。
【００８８】
　ステップＳ５２８では、第１及び第２の実施形態と同様に、設定されている撮影モード
（ＡＵＴＯモード等）及び撮影パラメータに従って撮影を制御する。
【００８９】
　以上、本実施形態によれば、デジタルカメラが所有者ではない操作者による撮影である
ことを判断して、簡易的な撮影モード等に自動的に変更する。また、変更に先立ち、撮影
対象者が登録されていれば、その被写体に最適な撮影モードで撮影するようにした。これ
により、被写体の状態に応じて、撮影者に適したモード設定と撮影対象者に適したモード
設定を動的に変化させることができるので、より所有者の意図に沿った撮影が可能になる
。
【００９０】
　（他の実施形態）
　第１～第３の実施形態では、撮影画像に基づき所定の撮影モードを所定のモードへと変
更する例を説明したが、変更後における撮影者のモード変更については特に禁止していな
い。したがって、撮影者による自主的なモード変更は可能である。
【００９１】
　この点を改良して、例えば、モード変更の後であり被写体に所有者が含まれている間は
、図６（ａ）の撮影条件６０５，及び６０７～６１０について、撮影者による自主的な変
更を禁止するように構成してもよい。具体的には、キー１１１や操作部１１０への入力を
無効にしたり、入力後、警告を発したりするようにする。
【００９２】
　なお、上記実施形態の機能はデジタルカメラのファームウェアにより提供可能である。
つまり、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００９３】
　１００　デジタルカメラ
　１０８　信号処理制御部
　１１３　システム制御部
　１２５　顔認識回路
　１２６　顔検出回路
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